
昭
和
二
十
九
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号

軌
道
運
転
規
則

軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
き
、
軌
道
運
転
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則

第
二
章
　
施
設
及
び
車
両

第
一
節
　
施
設

第
二
節
　
車
両

第
三
章
　
運
転

第
一
節
　
車
両
の
運
転

第
二
節
　
運
転
保
安

第
三
節
　
軌
道
信
号

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
軌
道
の
運
転
を
規
律
し
て
輸
送
を
安
全
、
正
確
且
つ
迅
速
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
使

命
の
達
成
を
図
り
、
も
つ
て
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
こ
の
規
則
の
適
用
と
例
外
の
取
扱
）

第
二
条
　
道
路
の
路
面
に
敷
設
す
る
併
用
軌
道
の
運
転
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
こ
の
規
則
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
許
可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
許
可
に
は
、
条
件
及
び
期
限
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
軌
道
等
）

第
三
条
　
新
設
軌
道
の
運
転
及
び
道
路
の
路
面
以
外
に
敷
設
す
る
併
用
軌
道
の
運
転
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
に
関
す
る

技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
五
十
一
号
）
（
第
一
条
、
第
五
条
か
ら
第
七

条
ま
で
、
第
三
章
か
ら
第
八
章
の
二
ま
で
及
び
第
十
一
章
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
　
新
設
軌
道
と
併
用
軌
道
と
が
交
互
に
あ
る
線
区
に
お
け
る
新
設
軌
道
の
運
転
及
び
道
路
の
路
面
以
外
に
敷
設
す

る
併
用
軌
道
の
運
転
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
細
則
の
制
定
）

第
四
条
　
軌
道
経
営
者
は
、
施
設
及
び
車
両
の
整
備
並
び
に
運
転
取
扱
に
関
し
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
事
項
及
び
第

二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
事
項
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
細
則
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
細
則
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
施
設
及
び
車
両
の
整
備
並
び
に
運
転
取
扱
に
関
し
、
基
準
を
定
め
た
と
き

は
、
こ
れ
に
従
つ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
）

第
四
条
の
二
　
軌
道
経
営
者
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
設
軌
道
と
併
用
軌
道
と
が
交
互
に
あ
る
線
区
に

お
け
る
新
設
軌
道
の
運
転
及
び
道
路
の
路
面
以
外
に
敷
設
す
る
併
用
軌
道
の
運
転
に
つ
い
て
こ
の
規
則
に
よ
る
こ

と
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
、
前
条
第
一
項
の
細
則
を
定
め
、
又

は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
細
則
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
実
施

期
日
を
地
方
運
輸
局
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
経
由
官
庁
）

第
五
条
　
軌
道
経
営
者
は
、
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
国
土
交
通
大
臣
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
書
又
は
届
出
書
を
所
管
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
の
安
全
確
保
）

第
六
条
　
運
転
に
つ
い
て
は
、
係
員
の
知
識
技
能
及
び
運
転
関
係
の
設
備
を
総
合
活
用
し
て
、
そ
の
安
全
確
保
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
二
　
車
両
は
、
動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号
）
第

四
条
第
一
項
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
運
転
免
許
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
操
縦
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
。

２
　
車
両
を
操
縦
す
る
係
員
は
、
酒
気
を
帯
び
た
状
態
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
操
縦
が
で
き
な
い
お
そ
れ

が
あ
る
状
態
で
乗
務
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
知
識
技
能
の
保
有
）

第
七
条
　
係
員
は
、
車
両
を
安
全
に
運
転
す
る
た
め
に
充
分
な
知
識
技
能
を
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
係
員
の
教
育
及
び
訓
練
）

第
七
条
の
二
　
左
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
係
員
に
つ
い
て
は
、
適
性
検
査
を
行
い
、
そ
の
作
業
を
行
う
の
に

必
要
な
保
安
の
た
め
の
教
育
を
施
し
、
作
業
を
行
う
の
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
保
有
す
る
こ
と
を
確
め
た
後

で
な
け
れ
ば
、
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
動
力
車
を
操
縦
す
る
作
業
及
び
そ
の
補
助
作
業

二
　
車
両
の
運
転
又
は
入
換
に
関
し
て
、
運
転
保
安
、
合
図
、
軌
道
信
号
又
は
転
てヽ
つヽ
器
を
取
扱
う
作
業

三
　
線
路
、
電
車
線
路
、
信
号
装
置
、
連
動
装
置
又
は
転
てヽ
つヽ
装
置
の
保
守
又
は
工
事
で
、
車
両
の
運
転
に
直
接

関
係
が
あ
る
も
の
を
単
独
で
行
い
、
又
は
指
揮
監
督
を
す
る
作
業

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
者
で
あ
つ
て
、
鉄
道
又
は
他
の
軌
道
に
所
属
す
る
係
員
に
つ
い
て
の
、
同
項

の
適
性
検
査
及
び
教
育
は
、
当
該
係
員
の
所
属
す
る
事
業
を
経
営
す
る
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
心
身
異
常
の
場
合
の
処
置
）

第
八
条
　
係
員
が
心
身
の
状
態
に
よ
つ
て
、
そ
の
知
識
技
能
を
充
分
に
発
揮
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
乗

務
そ
の
他
直
接
運
転
の
安
全
に
関
係
す
る
職
務
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
係
員
に
対
す
る
監
督
）

第
九
条
　
係
員
を
監
督
す
る
職
に
あ
る
者
は
、
係
員
に
対
し
、
乗
務
前
、
車
両
の
運
転
中
そ
の
他
適
宜
な
と
き
に
運

転
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
又
は
指
示
を
与
え
る
等
適
切
な
監
督
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
施
設
及
び
車
両

第
一
節
　
施
設

（
線
路
の
整
備
）

第
十
条
　
線
路
（
電
車
線
路
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
車
両
を
所
定
の
速
度
で
安
全
に
運
転
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
状
態
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
本
線
路
が
一
時
前
項
の
状
態
で
な
い
と
き
は
、
信
号
に
よ
り
こ
れ
を
表
わ
し
、
特
に
注
意
を
必
要
と
す
る
箇
所

は
、
こ
れ
を
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
本
線
路
の
巡
視
及
び
監
視
）

第
十
一
条
　
本
線
路
は
、
毎
日
少
な
く
と
も
一
回
巡
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
巡
視
は
、
車
両
の
安
全
な
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
線
区
の
状
況
及
び
車
両
の
運
行
状
況
に
応
じ
適
切
な
時
期
に
行
う
も
の
と
す

る
。

３
　
本
線
路
に
お
い
て
車
両
の
安
全
な
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
す
災
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
線
路
を
監
視

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軌
道
の
検
査
）

第
十
二
条
　
軌
道
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
下
の
検
査
の
周
期
を
定
め
、
そ
の
周
期
ご
と
に
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
時
期
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
査
の
周
期
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
線
路
建
造
物
の
検
査
）

第
十
三
条
　
橋
、
ト
ン
ネ
ル
そ
の
他
の
線
路
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
二
年
以
下
の
検
査
の
周
期
を
定
め
、
そ
の
周
期

ご
と
に
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
十
分
な
耐
久
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
土
構
造
物
及

び
抗
土
圧
構
造
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
車
両
の
安
全
な
運
転
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
二

年
を
超
え
て
当
該
検
査
の
周
期
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
時
期
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
査
の
周
期
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
管
理
者
の
管
理
に
係
る
線
路
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
検
査
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
線
路
、
休
止
線
路
等
の
検
査
）

第
十
四
条
　
新
設
、
改
築
又
は
修
理
を
し
た
線
路
及
び
一
時
使
用
を
休
止
し
た
線
路
は
、
検
査
を
し
、
且
つ
、
試
運

転
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
軽
微
な
改
築
又
は
修
理
を
し
た
本
線
路
及
び
使
用
を

休
止
し
た
期
間
が
一
月
以
内
で
あ
る
本
線
路
及
び
側
線
に
つ
い
て
は
試
運
転
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
力
設
備
の
整
備
）

第
十
五
条
　
車
両
運
転
の
た
め
の
電
力
設
備
は
、
車
両
を
所
定
の
速
度
で
安
全
に
運
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
状
態

に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
車
線
路
の
巡
視
）

第
十
六
条
　
電
車
線
路
で
本
線
路
に
関
係
の
あ
る
も
の
は
、
毎
日
少
な
く
と
も
一
回
巡
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
巡
視
は
、
車
両
の
安
全
な
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
線
区
の
状
況
及
び
車
両
の
運
行
状
況
に
応
じ
適
切
な
時
期
に
行
う
も
の
と
す

る
。

（
電
力
設
備
の
検
査
）

第
十
七
条
　
電
車
線
路
、
開
閉
器
、
自
動
遮
断
器
、
避
雷
器
及
び
発
電
所
、
変
電
所
等
の
保
護
連
動
装
置
並
び
に
こ

れ
ら
の
電
力
設
備
以
外
の
電
力
設
備
の
重
要
部
分
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
下
の
検
査
の
周
期
を
定
め
、
そ
の
周
期

ご
と
に
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
車
両
の
安
全

な
運
転
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
一
年
を
超
え
て
当
該
検
査
の
周
期
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
電
子
機
器

二
　
密
閉
式
構
造
の
も
の

三
　
故
障
が
発
生
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
予
備
装
置
が
自
動
的
に
作
動
す
る
機
能

又
は
こ
れ
に
類
す
る
機
能
を
備
え
た
も
の

四
　
定
期
的
に
交
換
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
機
能
が
維
持
さ
れ
る
も
の

２
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
電
力
設
備
に
つ
い
て
は
、
二
年
以
下
の
検
査
の
周
期
を
定
め
、
そ
の
周
期
ご
と

に
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
車
両
の
安
全
な
運

転
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
二
年
を
超
え
て
当
該
検
査
の
周
期
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
き
電
線
、
電
車
線
等
を
支
持
す
る
工
作
物

二
　
電
子
機
器

三
　
密
閉
式
構
造
の
も
の

四
　
故
障
が
発
生
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
予
備
装
置
が
自
動
的
に
作
動
す
る
機
能

又
は
こ
れ
に
類
す
る
機
能
を
備
え
た
も
の

五
　
定
期
的
に
交
換
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
機
能
が
維
持
さ
れ
る
も
の

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
時
期
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
査
の
周
期
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
電
力
設
備
、
休
止
電
力
設
備
等
の
検
査
）

第
十
八
条
　
新
設
、
改
造
又
は
修
理
を
し
た
電
力
設
備
及
び
一
時
使
用
を
休
止
し
た
電
力
設
備
は
、
検
査
を
し
、
且

つ
、
試
運
転
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
軽
微
な
改
造
又
は
修
理
を
し
た
も
の
及
び

使
用
を
休
止
し
た
期
間
が
一
月
以
内
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
試
運
転
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
安
装
置
）

第
十
九
条
　
信
号
装
置
、
連
動
装
置
、
転
てヽ
つヽ
装
置
等
の
保
安
装
置
は
、
完
全
な
状
態
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
保
安
装
置
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
下
の
検
査
の
周
期
を
定
め
、
そ
の
周
期
ご
と
に
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
車
両
の
安
全
な
運
転
に
支
障
の
な
い
範
囲
内

で
、
一
年
を
超
え
て
当
該
検
査
の
周
期
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
電
子
機
器

二
　
密
閉
式
構
造
の
も
の

三
　
故
障
が
発
生
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
予
備
装
置
が
自
動
的
に
作
動
す
る
機
能

又
は
こ
れ
に
類
す
る
機
能
を
備
え
た
も
の

四
　
定
期
的
に
交
換
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
機
能
が
維
持
さ
れ
る
も
の

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
時
期
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
査
の
周
期
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

４
　
新
設
、
改
造
又
は
修
理
を
し
た
保
安
装
置
は
、
検
査
し
た
後
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
通
信
設
備
）

第
二
十
条
　
通
信
設
備
は
、
常
に
通
信
で
き
る
状
態
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
通
信
設
備
に
準
用
す
る
。

（
絶
縁
抵
抗
及
び
絶
縁
耐
力
試
験
）

第
二
十
一
条
　
新
設
、
改
造
又
は
修
理
を
し
た
電
力
設
備
、
通
信
設
備
及
び
保
安
装
置
は
、
電
気
回
路
の
絶
縁
抵
抗

の
測
定
及
び
絶
縁
耐
力
試
験
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
軽
微
な
改
造
又
は
修
理
を

し
た
も
の
、
電
気
回
路
の
電
圧
が
三
百
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
も
の
及
び
通
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
絶
縁
耐
力
試
験

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
力
設
備
等
の
計
器
の
検
査
）

第
二
十
二
条
　
電
力
設
備
、
通
信
設
備
及
び
保
安
装
置
に
附
属
す
る
計
器
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
下
の
検
査
の
周
期

を
定
め
、
そ
の
周
期
ご
と
に
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
車
両
の
安
全
な
運
転
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
一
年
を
超
え
て
当
該
検
査
の
周
期
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

一
　
電
子
機
器

二
　
密
閉
式
構
造
の
も
の

三
　
故
障
が
発
生
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
予
備
装
置
が
自
動
的
に
作
動
す
る
機
能

又
は
こ
れ
に
類
す
る
機
能
を
備
え
た
も
の

四
　
定
期
的
に
交
換
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
機
能
が
維
持
さ
れ
る
も
の

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
時
期
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
査
の
周
期
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
し
た
と
き
は
、
当
該
検
査
を
し
た
旨
、
そ
の
年
月
日
及
び
場
所
を
当
該
計
器
に

標
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
特
例
）

第
二
十
二
条
の
二
　
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項

（
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
時
に
お
い
て
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
検
査
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
が
終
了
す
る
と

き
ま
で
は
、
検
査
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
及
び
試
験
の
記
録
）

第
二
十
三
条
　
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
八

条
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
（
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
二
十
一
条
並
び
に
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
又
は
試
験
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
年
月
日
及

び
成
績
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
記
録
は
、
三
年
間
（
三
年
を
超
え
る
検
査
の
周
期
を
定
め
て
行
う
検
査
の
記
録
に
あ
つ
て
は
、
当
該
検

査
の
後

初
に
行
う
検
査
を
終
え
る
ま
で
の
間
）
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
物
）

第
二
十
四
条
　
車
両
か
ら
二
百
三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
を
限
界
と
す
る
範
囲
内
の
線
路
上
に
は
、
物
を
置
い
て

は
な
ら
な
い
。
但
し
、
工
事
上
の
作
業
の
た
め
臨
時
に
必
要
な
物
で
車
両
の
運
転
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
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第
二
節
　
車
両

（
車
両
の
整
備
）

第
二
十
五
条
　
車
両
は
、
安
全
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
新
製
し
た
車
両
等
の
検
査
）

第
二
十
六
条
　
新
製
し
、
又
は
購
入
し
た
車
両
及
び
改
造
し
、
又
は
修
繕
し
た
車
両
は
、
こ
れ
を
検
査
し
、
試
運
転

を
行
つ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
易
な
改
造
又
は
修
繕
を
し
た
場
合
に
は
、
試

運
転
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
脱
線
そ
の
他
の
運
転
事
故
が
発
生
し
た
車
両
で
故
障
の
疑
い
が
あ
る
も
の
及
び
使
用
を
休
止
し
た
車
両
を
使
用

す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
車
両
を
検
査
し
、
必
要
に
応
じ
試
運
転
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
両
の
検
査
）

第
二
十
七
条
　
車
両
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
車
両
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
ご
と
に
少
な
く
と
も
一
回
そ
の
状
態
及
び
機
能
に
つ
い
て
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
蒸
気
機
関
車
　
四
十
日

二
　
前
号
に
掲
げ
る
車
両
以
外
の
車
両
　
三
月

第
二
十
八
条
　
車
両
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
車
両
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
ご
と
に
少
な
く
と
も
一
回
、
動
力
発
生
装
置
、
走
行
装
置
、
ブ
レ
ー
キ
装
置
そ
の
他
の
重
要
な
装
置
の
主
要
部

分
に
つ
い
て
検
査
（
次
項
に
お
い
て
「
重
要
部
検
査
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
蒸
気
機
関
車
　
一
年

二
　
貨
車
　
二
年
六
月

三
　
懸
垂
式
鉄
道
又
は
案
内
軌
条
式
鉄
道
の
構
造
に
相
当
す
る
構
造
を
有
す
る
軌
道
の
車
両
（
索
条
に
よ
り
駆
動

さ
れ
る
も
の
及
び
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
自

動
車
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
三
号
及
び
附
則
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
構
造
に
相
当
す
る
構
造
を
有
す

る
も
の
に
限
る
。
）
　
三
年
（
新
製
し
た
車
両
（
蓄
電
池
機
関
車
及
び
蓄
電
池
電
車
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に

対
す
る
使
用
開
始
後

初
の
検
査
に
つ
い
て
は
、
使
用
を
開
始
し
て
か
ら
四
年
）

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
車
両
以
外
の
車
両
　
四
年

２
　
特
殊
の
用
に
供
す
る
車
両
（
専
ら
事
故
の
復
旧
、
線
路
の
除
雪
又
は
施
設
の
試
験
、
検
査
若
し
く
は
保
守
の
用

に
供
す
る
車
両
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
車

両
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
ご
と
に
少
な
く
と
も
一
回
重
要
部
検
査
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
貨
車
　
三
年
（
新
製
し
た
車
両
に
対
す
る
使
用
開
始
後

初
の
検
査
に
つ
い
て
は
、
使
用
を
開
始
し
て
か
ら

三
年
六
月
）

二
　
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
車
両
　
三
年
六
月
（
新
製
し
た
車
両
に
対
す
る
使
用
開
始
後

初
の
検

査
に
つ
い
て
は
、
使
用
を
開
始
し
て
か
ら
四
年
）

第
二
十
九
条
　
車
両
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
車
両
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
ご
と
に
少
な
く
と
も
一
回
車
両
の
主
要
部
分
を
取
り
は
ず
し
て
全
般
に
つ
い
て
定
期
検
査
（
次
項
に
お
い
て

「
全
般
検
査
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
蒸
気
機
関
車
　
四
年

二
　
貨
車
　
五
年

三
　
懸
垂
式
鉄
道
又
は
案
内
軌
条
式
鉄
道
の
構
造
に
相
当
す
る
構
造
を
有
す
る
軌
道
の
車
両
（
索
条
に
よ
り
駆
動

さ
れ
る
も
の
及
び
自
動
車
の
構
造
に
相
当
す
る
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
六
年
（
新
製
し
た
車
両
に
対

す
る
使
用
開
始
後

初
の
検
査
に
つ
い
て
は
、
使
用
を
開
始
し
て
か
ら
七
年
）

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
車
両
以
外
の
車
両
　
八
年

２
　
特
殊
の
用
に
供
す
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
ご
と
に
少

な
く
と
も
一
回
全
般
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
貨
車
　
六
年
（
新
製
し
た
車
両
に
対
す
る
使
用
開
始
後

初
の
検
査
に
つ
い
て
は
、
使
用
を
開
始
し
て
か
ら

六
年
六
月
）

二
　
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
車
両
　
七
年
（
新
製
し
た
車
両
に
対
す
る
使
用
開
始
後

初
の
検
査
に

つ
い
て
は
、
使
用
を
開
始
し
て
か
ら
七
年
六
月
）

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
し
た
と
き
は
、
当
該
車
両
の
試
運
転
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
圧
試
験
）

第
三
十
条
　
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
検
査
を
行
う
と
き
は
、
ボ
イ
ラ
に
つ
い
て
水
圧

試
験
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
改
造
し
、
又
は
修
繕
し
た

車
両
の
検
査
を
行
う
と
き
は
、
ボ
イ
ラ
に
重
要
な
改
造
又
は
修
繕
を
し
た
場
合
に
限
る
。

２
　
前
項
の
試
験
は
、
ボ
イ
ラ
の

高
使
用
圧
力
の
一
・
三
五
倍
以
上
の
水
圧
を
使
用
し
、
こ
れ
を
少
な
く
と
も
五

分
間
持
続
さ
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
絶
縁
耐
力
試
験
）

第
三
十
一
条
　
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
検
査
を
行
う
と
き
（
蒸
気
機
関
車
に

つ
い
て
は
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
は
、
電
気
回
路
の
機
器
及
び
電

線
に
つ
い
て
絶
縁
耐
力
試
験
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
改

造
し
、
又
は
修
繕
し
た
車
両
の
検
査
を
行
う
と
き
は
、
電
気
回
路
の
機
器
及
び
電
線
に
重
要
な
改
造
又
は
修
繕
を

し
た
場
合
に
限
る
。

２
　
前
項
の
試
験
は
、
電
気
回
路
の
使
用
電
圧
が
直
流
七
百
五
十
ボ
ル
ト
又
は
交
流
三
百
ボ
ル
ト
を
超
え
る
場
合
に

は
、

大
使
用
電
圧
の
一
・
六
五
倍
以
上
の
電
圧
を
使
用
し
、
こ
れ
を
少
な
く
と
も
一
分
間
持
続
さ
せ
て
行
う
も

の
と
す
る
。

（
絶
縁
抵
抗
試
験
）

第
三
十
二
条
　
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
検
査
を
行
う

と
き
（
蒸
気
機
関
車
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
う

場
合
に
限
る
。
）
は
、
電
気
回
路
の
機
器
及
び
電
線
に
つ
い
て
絶
縁
抵
抗
試
験
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
を
休
止
し
た
車
両
等
の
検
査
に
関
す
る
特
例
）

第
三
十
三
条
　
使
用
を
休
止
し
た
車
両
（
使
用
を
休
止
し
た
期
間
中
に
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
腐
食
、
変
形
、
電

気
的
絶
縁
の
劣
化
等
車
両
の
強
度
及
び
機
能
の
低
下
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
の
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
係
る
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の

使
用
を
休
止
し
た
期
間
は
、
算
入
し
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
算
入
し
な
い
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
査
の

種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
限
度
と
す
る
。

一
　
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
　
二
月
（
蒸
気
機
関
車
に
あ
つ
て
は
、
四
十
日
）

二
　
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
　
二
年
（
蒸
気
機
関
車
に
あ
つ
て
は
、
一
年
）

三
　
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
　
四
年

２
　
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
時
に
お

い
て
現
に
使
用
を
休
止
し
て
い
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
車
両
の
使
用
を
休

止
し
て
い
る
期
間
が
終
了
す
る
と
き
ま
で
は
、
検
査
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
　
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

た
時
に
お
い
て
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
車
両
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
が
終
了
す
る
と
き
ま
で
は
、
検
査
を

延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
車
両
の
検
査
及
び
試
運
転
を
行
う
者
）

第
三
十
五
条
　
車
両
の
検
査
及
び
試
運
転
は
、
当
該
車
両
の
所
属
す
る
事
業
を
経
営
す
る
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
本
線
路
を
運
転
す
る
車
両
の
検
査
）

第
三
十
六
条
　
車
両
は
、
本
線
路
を
運
転
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
種
類
及
び
運
行
状
況
に
応
じ
、
そ
の
要
部
を
検
査

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
消
火
用
具
の
備
付
）

第
三
十
七
条
　
車
両
（
蒸
気
機
関
車
を
除
く
。
）
の
運
転
室
又
は
客
扱
若
し
く
は
荷
扱
の
た
め
乗
務
す
る
係
員
の
車

室
に
は
、
消
火
用
具
一
個
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
一
車
両
を
通
じ
て
一
箇
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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（
車
両
の
検
査
の
表
記
）

第
三
十
八
条
　
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
年
月
を
当
該
車
両
に
表
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
検
査
の
記
録
）

第
三
十
九
条
　
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
年
月
日

及
び
成
績
を
記
録
し
、
そ
の
記
録
は
、
当
該
検
査
の
後

初
に
行
う
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
終
え
る

ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
両
の
表
記
）

第
四
十
条
　
機
関
車
に
は
、
番
号
を
表
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
客
車
、
貨
車
、
内
燃
動
車
及
び
電
車
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
記
号
番
号

二
　
自
重

三
　
旅
客
定
員
及
び
荷
重

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
　
削
除

第
三
章
　
運
転

第
一
節
　
車
両
の
運
転

（
連
結
運
転
）

第
四
十
五
条
　
車
両
を
連
結
し
て
運
転
す
る
と
き
は
、
連
結
器
を
も
つ
て
相
互
に
連
結
し
、
且
つ
、
貫
通
制
動
機
を

使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
車
両
を
入
換
し
、
故
障
と
な
つ
た
車
両
を
収
容
し
又
は
廻
送
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
連
結
車
両
の
長
さ
）

第
四
十
六
条
　
車
両
を
連
結
し
て
運
転
す
る
と
き
は
、
連
結
し
た
車
両
の
全
長
を
三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
故
障
と
な
つ
た
車
両
を
収
容
し
、
又
は
廻
送
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
車
両
の
操
縦
位
置
）

第
四
十
七
条
　
車
両
を
運
転
す
る
と
き
は
、
車
両
に
故
障
が
あ
る
場
合
又
は
退
行
運
転
を
す
る
場
合
を
除
き
、
車
両

の

前
部
の
運
転
室
で
操
縦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
後
位
の
運
転
室
で
操
縦
す
る
場
合
の
前
途
注
視
）

第
四
十
八
条
　
車
両
の

前
部
の
運
転
室
以
外
の
運
転
室
で
操
縦
す
る
と
き
は
、
そ
の

前
部
に
前
途
を
注
視
す
る

者
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
両
の
退
行
運
転
）

第
四
十
九
条
　
車
両
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
退
行
す
る
範
囲
の
外
方
で
後
続
車
両
を
停

止
さ
せ
る
手
配
を
し
た
と
き
を
除
き
、
退
行
運
転
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
車
両
、
線
路
又
は
電
車
線
路
に
故
障
が
あ
る
と
き

二
　
工
事
車
両
、
救
援
車
両
又
は
排
雪
車
両
を
運
転
す
る
と
き

（
車
両
の
左
側
運
転
）

第
五
十
条
　
複
線
区
間
に
お
い
て
は
、
車
両
は
、
左
側
の
線
路
を
運
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
左
の
各
号

の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
退
行
運
転
を
す
る
と
き

二
　
工
事
車
両
、
救
援
車
両
又
は
排
雪
車
両
を
運
転
す
る
と
き

三
　
停
留
場
内
を
運
転
す
る
と
き

（
転
てヽ
つヽ
器
の
支
持
）

第
五
十
一
条
　
本
線
路
に
お
け
る
さヽ
錠
さ
れ
て
い
な
い
転
てヽ
つヽ
器
を
車
両
が
こ
れ
に
対
向
し
て
通
過
す
る
と
き
は
、

そ
の
取
柄
を
支
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
突
放
入
換
の
禁
止
）

第
五
十
二
条
　
車
両
は
、
本
線
路
上
に
お
い
て
及
び
本
線
路
を
支
障
す
る
虞
が
あ
る
場
合
に
は
、
突
放
入
換
を
行
つ

て
は
な
ら
な
い
。

（
車
両
の

高
及
び
平
均
速
度
）

第
五
十
三
条
　
車
両
の
運
転
速
度
は
、
動
力
制
動
機
を
備
え
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、

高
速
度
は
毎
時
四
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
下
、
平
均
速
度
は
毎
時
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、

高
速
度
は

毎
時
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
平
均
速
度
は
毎
時
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。

（
後
位
の
運
転
室
で
操
縦
す
る
場
合
の
運
転
速
度
）

第
五
十
四
条
　
車
両
の

前
部
の
運
転
室
以
外
の
運
転
室
で
操
縦
す
る
場
合
の
運
転
速
度
は
、
毎
時
十
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
下
と
す
る
。

（
退
行
運
転
の
場
合
の
運
転
速
度
）

第
五
十
五
条
　
退
行
運
転
を
す
る
場
合
の
運
転
速
度
は
、
毎
時
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。

（
入
換
運
転
の
場
合
の
運
転
速
度
）

第
五
十
六
条
　
入
換
運
転
を
す
る
場
合
の
運
転
速
度
は
、
毎
時
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。

（
転
てヽ
つヽ
器
通
過
の
場
合
の
運
転
速
度
）

第
五
十
七
条
　
さヽ
錠
さ
れ
て
い
な
い
転
てヽ
つヽ
器
を
対
向
し
て
通
過
す
る
場
合
の
運
転
速
度
は
、
毎
時
十
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
下
と
す
る
。

（
追
従
す
る
場
合
の
運
転
速
度
）

第
五
十
八
条
　
車
両
が
他
の
車
両
に
追
従
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
先
行
車
両
と
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
つ

た
と
き
の
運
転
速
度
は
、
毎
時
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。

（
曲
線
の
速
度
制
限
）

第
五
十
九
条
　
車
両
が
曲
線
を
通
過
す
る
場
合
の
制
限
速
度
は
、
車
両
の
安
定
度
に
応
じ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
車
両
が
曲
線
を
通
過
す
る
場
合
は
、
前
項
の
制
限
速
度
を
超
え
て
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
下
り
こヽ
うヽ
配
線
の
速
度
制
限
）

第
六
十
条
　
車
両
が
下
り
こヽ
うヽ
配
線
を
通
過
す
る
場
合
の
制
限
速
度
は
、
車
両
の
制
動
距
離
に
応
じ
て
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
車
両
が
下
り
こヽ
うヽ
配
線
を
通
過
す
る
場
合
は
、
前
項
の
制
限
速
度
を
超
え
て
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
追
従
す
る
場
合
の
車
両
間
の
距
離
）

第
六
十
一
条
　
車
両
が
他
の
車
両
に
追
従
す
る
場
合
に
お
い
て
、
先
行
車
両
が
停
止
し
た
と
き
は
、
三
メ
ー
ト
ル
以

上
の
距
離
を
置
い
て
、
一
旦
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
留
置
車
両
の
転
動
防
止
）

第
六
十
二
条
　
車
両
を
留
置
す
る
と
き
は
、
そ
の
転
動
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
動
力
の
あ
る
動
力
車
を
留
置
す
る
と
き
は
、
そ
の
自
動
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
し
て
、
こ
れ
を
看

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
停
留
場
以
外
の
客
貨
取
扱
の
禁
止
）

第
六
十
三
条
　
車
両
は
、
停
留
場
内
の
乗
降
場
及
び
貨
物
積
卸
場
以
外
の
本
線
路
の
途
中
で
、
旅
客
又
は
貨
物
を
取

り
扱
う
た
め
に
停
止
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
行
先
の
明
示
）

第
六
十
四
条
　
車
両
を
運
転
す
る
と
き
は
、
そ
の
外
側
の
見
易
い
場
所
に
運
転
系
統
又
は
行
先
を
明
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
開
扉
運
転
の
禁
止
）

第
六
十
五
条
　
車
両
を
運
転
す
る
と
き
は
、
乗
客
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
に
扉
を
閉
じ
又
は
そ
の
他
必
要
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
運
転
保
安

（
保
安
方
式
）

第
六
十
六
条
　
単
線
区
間
に
お
け
る
本
線
路
に
あ
つ
て
は
、
保
安
区
間
を
設
け
通
票
式
を
施
行
し
、
事
故
の
た
め
こ

れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
保
安
区
間
を
設
け
指
導
法
を
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
左
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
全
線
を
通
じ
て
二
箇
以
上
の
車
両
を
運
転
し
な
い
軌
道
又
は
線
区

二
　
全
線
を
通
じ
て

高
速
度
毎
時
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
平
均
速
度
毎
時
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

運
転
を
す
る
軌
道
又
は
線
区
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２
　
複
線
区
間
に
お
い
て
事
故
又
は
工
事
の
た
め
一
時
単
線
運
転
を
す
る
と
き
は
、
当
該
区
間
に
つ
い
て
臨
時
に
保

安
区
間
を
設
け
、
こ
れ
に
通
票
式
又
は
指
導
法
を
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
安
方
式
等
の
変
更
等
の
指
令
）

第
六
十
七
条
　
保
安
区
間
若
し
く
は
保
安
方
式
を
臨
時
に
変
更
す
る
と
き
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
保

安
方
式
を
施
行
す
る
と
き
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
所
定
に
復
す
る
と
き
又
は
保
安
区
間
若
し
く
は
保
安
方
式
を
変
更

す
る
と
き
は
、
そ
の
都
度
運
輸
長
又
は
そ
の
指
定
す
る
者
の
指
令
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
票
式
の
条
件
）

第
六
十
八
条
　
通
票
式
に
あ
つ
て
は
、
保
安
区
間
ご
と
に
一
箇
の
通
票
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
隣
接
す
る
保
安
区
間
の
通
票
は
、
相
互
に
形
又
は
色
に
よ
り
明
瞭
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
通
票
に
は
、
そ
の
保
安
区
間
の
両
端
の
停
留
場
名
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
票
の
携
帯
及
び
続
行
標
の
掲
出
）

第
六
十
九
条
　
通
票
式
を
施
行
す
る
保
安
区
間
に
あ
つ
て
は
、
当
該
保
安
区
間
の
通
票
を
携
帯
す
る
車
両
で
な
け
れ

ば
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
同
一
の
保
安
区
間
に
お
い
て
同
一
の
方
向
に
二
以
上
の
車
両
を
続
け
て
運
転

す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

後
の
車
両
が
通
票
を
携
帯
し
、
こ
れ
以
外
の
車
両
が
続
行
標
を
掲
出
す
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
続
行
標
の
掲
出
方
法
等
）

第
七
十
条
　
続
行
標
は
、
車
両
の
前
面
に
掲
出
す
る
も
の
と
し
、
昼
間
は
赤
色
縁
の
黄
色
円
板
、
夜
間
は
黄
色
灯
を

使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
続
行
標
掲
出
車
両
の
取
扱
）

第
七
十
一
条
　
続
行
標
の
掲
出
は
、
運
輸
長
の
指
定
し
た
者
が
当
該
区
間
の
通
票
を
確
認
し
た
後
、
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
第
六
十
九
条
但
書
の
場
合
に
お
い
て
車
両
が
先
行
車
両
に
続
い
て
出
発
す
る
と
き
は
、
先
行
車
両
と
の
距
離
を

百
メ
ー
ト
ル
以
上
隔
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
続
行
標
を
掲
出
し
た
車
両
が
行
違
停
留
場
を
出
発
す
る
と
き
は
、
運
転
し
よ
う
と
す
る
保
安
区
間
の
通
票
を
確

認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
導
法
の
条
件
）

第
七
十
二
条
　
指
導
法
に
あ
つ
て
は
、
保
安
区
間
ご
と
に
一
人
の
指
導
者
を
、
運
輸
長
又
は
そ
の
指
定
す
る
者
が
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
導
者
に
は
、
腕
章
を
着
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
導
者
の
同
乗
及
び
指
導
券
の
携
帯
）

第
七
十
三
条
　
指
導
法
を
施
行
す
る
保
安
区
間
に
あ
つ
て
は
、
当
該
区
間
の
指
導
者
が
同
乗
す
る
車
両
で
な
け
れ
ば

運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
同
一
の
保
安
区
間
に
お
い
て
、
二
以
上
の
車
両
を
同
一
方
向
に
続
い
て
運
転
す

る
場
合
で
あ
つ
て
、

後
の
車
両
に
指
導
者
が
同
乗
し
、
こ
れ
以
外
の
車
両
が
当
該
指
導
者
か
ら
直
接
渡
さ
れ
た

指
導
券
を
携
帯
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
指
導
券
の
記
入
事
項
と
再
使
用
の
禁
止
）

第
七
十
四
条
　
指
導
券
に
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
区
間
、
使
用
の
年
月
日
及
び
こ
れ
を
携
帯
す
る
車
両
番
号
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
導
券
は
、
一
回
に
限
り
こ
れ
に
車
両
番
号
を
記
載
し
た
車
両
に
つ
い
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節
　
軌
道
信
号

（
軌
道
信
号
と
運
転
と
の
関
係
）

第
七
十
五
条
　
車
両
は
、
軌
道
信
号
が
現
示
し
、
又
は
表
示
す
る
条
件
に
従
つ
て
運
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軌
道
信
号
の
種
別
）

第
七
十
六
条
　
軌
道
信
号
の
種
別
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

一
　
信
号
（
形
、
色
、
音
等
に
よ
り
車
両
に
対
し
て
運
転
す
る
と
き
の
条
件
を
現
示
す
る
も
の
）

二
　
合
図
（
形
、
色
、
音
等
に
よ
り
軌
道
係
員
相
互
間
で
そ
の
相
手
者
に
対
し
て
合
図
者
の
意
志
を
表
示
す
る
も

の
）

三
　
標
識
（
形
、
色
等
に
よ
り
物
の
位
置
、
方
向
、
条
件
等
を
表
示
す
る
も
の
）

（
天
候
等
に
よ
る
方
式
の
変
更
）

第
七
十
七
条
　
天
候
の
状
況
、
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
相
当
距
離
の
位
置
か
ら
昼
間
に
お
け
る
軌
道
信
号
の
現
示
又

は
表
示
が
認
識
し
難
い
と
き
は
、
夜
間
に
お
け
る
現
示
又
は
表
示
の
方
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
停
止
信
号
の
現
示
）

第
七
十
八
条
　
車
両
は
、
停
止
信
号
の
現
示
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
現
示
箇
所
又
は
信
号
機
の
防
護
区
域
の
外
方

に
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
信
号
の
現
示
箇
所
又
は
信
号
機
の
防
護
区
域
の
始
端
ま
で
に
停
止
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
距
離
に
お
い
て
停
止
信
号
の
現
示
が
あ
つ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
停
止
し
た
車
両
は
、
進
行
を
指
示
す
る
信
号
の
現
示
又
は
そ
の
他
の
指
示
が
あ
る
ま
で
進

行
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
信
号
現
示
の
不
正
確
）

第
七
十
九
条
　
信
号
を
現
示
す
べ
き
場
所
に
所
定
の
信
号
の
現
示
が
な
い
と
き
又
は
そ
の
現
示
が
正
確
で
な
い
と
き

は
、
車
両
の
運
転
に

大
の
制
限
を
与
え
る
信
号
の
現
示
が
あ
る
も
の
と
し
て
車
両
の
運
転
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
信
号
の
兼
用
禁
止
）

第
八
十
条
　
信
号
は
、
二
以
上
の
線
路
に
兼
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
進
路
表
示
機
を
附
設
し
た
信
号
機
の
信

号
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
信
号
機
の
種
別
）

第
八
十
一
条
　
信
号
機
は
、
常
置
信
号
機
及
び
臨
時
信
号
機
の
二
種
と
す
る
。

２
　
常
置
信
号
機
は
、
こ
れ
を
一
定
の
場
所
に
常
置
し
て
信
号
を
現
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
臨
時
信
号
機
は
、
線
路
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
車
両
が
所
定
の
速
度
で
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
に
臨
時
に
設
け
て
信
号
を
現
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
常
置
信
号
機
の
信
号
現
示
）

第
八
十
二
条
　
常
置
信
号
機
に
よ
る
信
号
現
示
は
、
左
の
方
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
式

色
灯
式

信
号
の
種
類

停
止
信
号

赤
色
の×

印
灯

進
行
信
号

黄
色
の
矢
印
灯

２
　
常
置
信
号
機
に
よ
る
入
換
の
た
め
の
信
号
現
示
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
左
の
方
式
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

方
式

灯
列
式

信
号
の
種
類

停
止
信
号

白
色
灯
列
水
平

進
行
信
号

白
色
灯
列
左
下
向
四
十
五
度

（
進
路
表
示
機
）

第
八
十
三
条
　
進
路
表
示
機
は
、
常
置
信
号
機
の
信
号
を
前
途
二
以
上
に
分
岐
す
る
線
路
に
共
用
す
る
と
き
当
該
信

号
機
に
附
属
し
て
車
両
の
進
路
を
現
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
常
置
信
号
機
の
信
号
現
示
の
定
位
）

第
八
十
四
条
　
常
置
信
号
機
の
信
号
現
示
の
定
位
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
時
信
号
機
の
信
号
現
示
の
方
式
）

第
八
十
五
条
　
臨
時
信
号
機
に
よ
る
信
号
現
示
の
方
式
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
信
号
の
使
用
）

第
八
十
六
条
　
手
信
号
は
、
信
号
機
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
こ
れ
を
設
け
て
な
い
と
き
に
、
旗
、

灯
等
に
よ
り
信
号
を
現
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
手
信
号
の
現
示
方
式
）

第
八
十
七
条
　
手
信
号
に
よ
る
信
号
現
示
は
、
左
の
方
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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昼
夜
間
別

昼
間

夜
間

信

号

の

種
類

停
止
信

号

赤
色
旗
を
提
示
す
る
。
但
し
、
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
両
腕
を
高

く
あ
げ
又
は
緑
色
物
以
外
の
任
意
の
物
体
を
急
激
に
振
り
廻
し
て
こ

れ
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

赤
色
灯
を
提
示
す
る
。
但

し
、
や
む
を
得
な
い
と
き

は
、
緑
色
灯
以
外
の
灯
を
急

激
に
振
り
廻
し
て
こ
れ
に
か

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

徐
行
信

号

赤
色
旗
及
び
緑
色
旗
を
絞
つ
て
手
に
持
つ
た
ま
ま
頭
上
に
高
く
交
さヽ

す
る
。
但
し
、
や
む
を
え
な
い
と
き
は
、
両
腕
を
左
右
に
延
ば
し
た

後
、
ゆ
る
や
か
に
上
下
に
動
か
し
て
こ
れ
に
か
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

明
滅
す
る
緑
色
灯
を
提
示
す

る
。

進
行
信

号

緑
色
旗
を
提
示
す
る
。
但
し
、
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
片
腕
を
高

く
あ
げ
て
こ
れ
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

緑
色
灯
を
提
示
す
る
。

（
車
両
標
識
）

第
八
十
八
条
　
車
両
に
は
、
夜
間
本
線
路
を
運
転
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
左
の
車
両
標
識
を
掲
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
前
部
標
識
　
車
両
の

前
部
に
白
色
灯
一
箇
以
上

二
　
後
部
標
識
　
車
両
の

後
部
に
赤
色
灯
一
箇
以
上

（
車
両
標
識
以
外
の
標
識
）

第
八
十
九
条
　
車
両
標
識
以
外
の
標
識
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
表
示
方
式
を
定
め
て
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
出
発
合
図
）

第
九
十
条
　
車
両
を
出
発
さ
せ
る
に
は
、
車
掌
の
出
発
合
図
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
特
に
車
掌
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
し
た
車
両
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
入
換
合
図
）

第
九
十
一
条
　
本
線
路
を
支
障
し
て
車
両
の
入
換
を
行
う
と
き
は
、
合
図
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
図
の
方
式
）

第
九
十
二
条
　
出
発
合
図
、
入
換
合
図
そ
の
他
の
合
図
は
、
そ
の
方
式
を
定
め
て
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
軌
道
運
転
信
号
保
安
規
程
（
大
正
十
二
年
鉄
道
省
令
第
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

３
　
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め

る
省
令
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
五
十
一
号
）
（
第
一
条
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
三
章
か
ら

第
八
章
の
二
ま
で
及
び
第
十
一
章
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の

基
準
を
定
め
る
省
令
の
施
行
及
び
こ
れ
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年

国
土
交
通
省
令
第
十
九
号
）
第
一
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
鉄
道
運
転
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省

令
第
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
鉄
道
運
転
規
則
」
と
い
う
。
）
（
第
一
条
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で

（
線
路
、
電
力
設
備
及
び
運
転
保
安
設
備
の
保
全
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
第
一
号
及
び
第
三
章
第
一
節

か
ら
第
三
節
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省

令
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
（
施
設
の
保
全
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
一
条
第
三
項
並
び
に
第

九
章
（
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
懸
垂
式
鉄
道
、

こ跨
座
式
鉄

道
又
は
案
内
軌
条
式
鉄
道
の
構
造
に
相
当
す
る
構
造
を
有
す
る
軌
道
の
車
両
（
索
条
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
も
の
及

び
自
動
車
の
構
造
に
相
当
す
る
構
造
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
検
査
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
旧
鉄
道
運

転
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
三
年
（
新
製
し
た
車
両
に
対
す
る
使
用
開
始
後

初
の
検
査
に
つ
い
て

は
、
使
用
を
開
始
し
て
か
ら
四
年
）
」
と
あ
る
の
は
「
四
年
」
と
、
旧
鉄
道
運
転
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
第
四

号
中
「
六
年
（
新
製
し
た
車
両
に
対
す
る
使
用
開
始
後

初
の
検
査
に
つ
い
て
は
、
使
用
を
開
始
し
て
か
ら
七

年
）
」
と
あ
る
の
は
「
八
年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
四
月
二
日
運
輸
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
改
正
後
の
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
車
両
に
係
る
検
査
の
期
間
に
つ
い

て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
六
月
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
五
月
一
二
日
運
輸
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
四
年
五
月
十
五
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
九
月
一
〇
日
運
輸
省
令
第
七
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
月
一
一
日
運
輸
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
三
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
地
方
鉄
道
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一

項
本
文
若
し
く
は
第
二
十
六
条
又
は
軌
道
運
転
規
則
（
以
下
「
運
転
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
認
可
又
は
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
第
九
条
第
二
項
若
し
く
は

規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
又
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
運
転
規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
規
則
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
又
は
第
四
十
条
若
し
く
は
第
四
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
処
分
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定

に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除

く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限

る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長
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東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
日
国
土
交
通
省
令
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
二
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
運
輸
の
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
車
両
で
あ
っ
て
、
台
車
の
種
類
が
単
台
車
で
あ
る
も
の
又
は
集
電
装
置
の

種
類
が
ビ
ュ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
も
の
に
係
る
検
査
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
軌
道
運
転
規

則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
九
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
行
う
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
軌
道
運
転
規
則
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
軌
道
運
転
規
則
を
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前

後
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

旧
軌
道
運
転
規
則
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
軌
道
運
転
規
則
を
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
っ
た

日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項

第
十
二
条

一
年

第
十
三
条
第
一
項

第
十
三
条

二
年

第
十
七
条
第
一
項

第
十
七
条
第
一
項

一
年

第
十
七
条
第
二
項

第
十
七
条
第
二
項

二
年

第
十
九
条
第
二
項

第
十
九
条
第
二
項

一
年

第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第

二
項

一
年

第
二
十
二
条
第
一
項

第
二
十
二
条
第
一
項

一
年

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
行
う
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
無
軌
条
電
車
運
転
規
則
（
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
無
軌
条
電
車
運
転
規
則
を
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前

後
に
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
旧
無
軌
条
電
車
運
転
規
則
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
無
軌
条
電
車
運
転
規
則
を
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
っ
た
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項

第
七
条

一
年

第
八
条
第
一
項

第
八
条

二
年

第
十
一
条
第
一
項

第
十
一
条
第
一
項

一
年

第
十
一
条
第
二
項

第
十
一
条
第
二
項

二
年

第
十
三
条
第
一
項

第
十
三
条

一
年

第
十
四
条
第
一
項

第
十
四
条

一
年

第
十
六
条
第
一
項

第
十
六
条

一
年

別
表
（
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
二
条
関
係
）

検
査
の
周
期

時
期

一
年
以
上

検
査
基
準
日
の
前
後
四
十
五
日
以
内

六
月
以
上
一
年
未
満

検
査
基
準
日
の
前
後
三
十
日
以
内

六
月
未
満

検
査
基
準
日
の
前
後
十
四
日
以
内

備
考
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
検
査
基
準
日
」
と
は
、
検
査
の
周
期
の
初
日
を
い
う
。
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